
＜月次報告様式（新様式　令和５年４月～）＞
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1 R5.8.22 R5.9.5

犯罪被害等のリスクを抱える
青少年への支援イベント等実
施に係る企画・運営・支払い
に関する公文書

497 1 1 1 1 1

（条例第７条第２号）
役職名及び委員名は、個人に関する情報で、特定の
個人を識別することができるものであるため不開示
（条例第７条第３号）
契約事業者を除く入札参加者の技術点、合計点（平
均点）を公にすることにより、当該法人の社会的評
価、信用を不当に低下させるおそれがあり、競争上
又は事業運営上の地位が損なわれると認められるた
め不開示
（条例第７条第４号）
契約書における印影を公にすることにより、法人印
の偽造、当該法人の秩序の維持に支障を及ぼすおそ
れがあることから不開示
（条例第７条第６号）
職員の個人メールアドレスを公にすることにより、
不特定多数の者から本来の業務目的以外のメールが
大量又は無差別に送信されるおそれがあり、当該職
員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
ため不開示
契約関係書類等厳格管理情報(予定価格及び入札書
比較価格)は、都の機関が行う事務又は事業に関す
る情報であって、公にすることにより、今後の行政
運営に支障をきたす可能性があると認められるため
不開示

生活文化スポー
ツ局都民安全推
進部都民安全課

2 R5.9.8 R5.9.14

特定非営利活動法人〇〇につ
いての開示請求
東京都生活文化スポーツ局Ｈ
Ｐにおいて2023/09/04現在、
令和3年度の事業報告書が非公
開になっている理由がわかる
文書、メール

1
請求に係る公文書は、実施機関では作成及び取得し
ておらず、存在しない。

生活文化スポー
ツ局
都民生活部
管理法人課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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3 R5.7.21 R5.9.21

・令和４年度旅券の申請受理
及び交付等の事務委託に係る
委託経費の支出
・令和４年度旅券の申請受理
及び交付等の事務委託に係る
委託経費の実績報告書

21 1
生活文化スポー
ツ局都民生活部
旅券課

4 R5.7.21 R5.9.21
令和４年度旅券の申請受理及
び交付等の事務委託に係る支
出命令書

13 1 1

（条例第７条第６号）
対象部分は、他の地方公共団体の内部管理に関する
情報であって、公にすることにより当該事務の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

生活文化スポー
ツ局都民生活部
旅券課

5 R5.7.21 R5.9.21

令和４年度旅券の申請受理及
び交付等の事務委託に係る
・契約書
・仕様書
・事業計画
・検査調書
・委託先の選定に関する文書
・契約の締結（債務負担行
為）を決裁した文書

1
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておら
ず、存在しない。

生活文化スポー
ツ局都民生活部
旅券課
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6 R5.7.21 R5.9.21

・令和４年度東京都江戸東京
博物館外６施設の管理運営に
関する年度協定の締結につい
て
・令和４年度東京都江戸東京
博物館外６施設の管理運営に
係る委託料の支出について
（第１四半期）
・令和４年度東京都江戸東京
博物館外６施設の管理運営に
係る委託料の支出について
（第２四半期）
・令和４年度東京都江戸東京
博物館外６施設の管理運営に
係る委託料の支出について
（第３四半期）
・令和４年度東京都江戸東京
博物館外６施設の管理運営に
係る委託料の支出について
（第４四半期）

270 1 1 1 1

（条例第７条第２号）
・公にすることにより、個人の権利利益を害するお
それがあると認められるため
（第7条第3号）
・法人の運営に係る情報であって、公にすることに
より、当該法人の競争上の地位が損なわれる可能性
があると認められるため。また、犯罪の予防に支障
を及ぼすと認められるため
・法人全体に係る経費内訳は、当該法人の事業規模
や経営状況を推察することができる、事業運営の根
幹にかかわるもので、社会的評価、信用を不当に低
下させるおそれがあり、公にすることにより、競争
上又は事業運営上の地位が損なわれると認められる
ため
（条例第７条第４号）
・印影を公にすることにより、犯罪の予防等に支障
を及ぼす恐れがあるため
・公にすることにより、犯罪の予防等に支障を及ぼ
す恐れがあるため

生活文化スポー
ツ局文化振興部
文化事業課

7 R5.7.21 R5.9.21
令和４年度東京都江戸東京博
物館外６施設の管理運営に関
する検査調書

1 当該文書を取得しておらず、存在しないため
生活文化スポー
ツ局文化振興部
文化事業課

8 R5.7.21 R5.9.21
指定管理者の選定に関する文
書、報告書

（条例第１８条第２号）
公表を行っている情報と同一の情報が記載されてい
るものであるため、開示をしない。

生活文化スポー
ツ局文化振興部
文化事業課
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9 R5.7.21 R5.9.21

・令和4年度都立スポーツ施設
の管理運営に関する年度協定
の締結
・令和4年度都立スポーツ施設
の管理運営に係る委託料の支
出について（第1四半期～第4
四半期）

2480 1 1 1 1

（条例第７条第２号）
公にすることにより、個人の権利利益を害するおそ
れがあると認められ不開示
（条例第７条第３号）
事業者の内部管理に属する情報であり、公にするこ
とにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地
位が損なわれると認められるため
（条例第７条第４号）
印影を公にすることにより、犯罪の予防等に支障を
及ぼす恐れがあることから不開示

生活文化スポー
ツ局スポーツ施
設部経営企画課

10 R5.7.21 R5.9.21
令和4年度都立スポーツ施設の
管理運営に関する検査調書

1 当該文書を取得しておらず、存在しないため
生活文化スポー
ツ局スポーツ施
設部経営企画課

11 R5.7.21 R5.9.21
・事業計画
・管理運営事業報告書
・選定委員会審査報告書

（条例第１８条第２号）
公表を行っている情報と同一の情報が記載されてい
るものであるため、開示をしない。

生活文化スポー
ツ局スポーツ施
設部経営企画課

12 R5.9.7 R5.9.21

東京都配偶者暴力被害者等
セーフティネット強化支援交
付金に関して作成された、ま
たは取得された公文書すべ
て、うち請求人が取得済みの
ものは除く

1
当該公文書は実施機関では作成及び取得しておら
ず、存在しない。

生活文化スポー
ツ局都民生活部
男女平等参画課

13 R5.9.15 R5.9.22

一般財団法人〇〇が東京都に
提出した令和２年度から３年
度までの貸借対照表及び令和
２年度から３年度までの正味
財産増減計算書内訳表

4 1
生活文化スポー
ツ局都民生活部
管理法人課

14 R5.9.15 R5.9.22

一般財団法人〇〇が東京都に
提出した令和４年度貸借対照
表及び令和４年度正味財産増
減計算書内訳表

1
当該公文書は、実施機関では取得しておらず、存在
しない。

生活文化スポー
ツ局都民生活部
管理法人課


